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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の角度における複数の第１画像又は前記複数の角度における複数の第２画像に基づ
いて、金属アーチファクトに対応する所定領域を同定する領域同定部と、
　前記所定領域に関する前記複数の第１画像と前記複数の第２画像との位置ズレ補正を行
う位置ズレ補正部と、
　前記位置ズレ補正が行なわれた後に、前記複数の第１画像と前記複数の第２画像との差
分処理を行いサブトラクション画像を生成し、前記複数の角度においてそれぞれ得られた
サブトラクション画像に基づいて第１再構成画像を生成する画像生成部と、
　を具備し、
　前記画像生成部は、前記複数の第１画像あるいは前記複数の第２画像に基づいて第２再
構成画像を生成し、前記第２再構成画像における前記所定領域を前記複数の角度に再投影
して再投影画像を生成し、
　前記領域同定部は、前記再投影画像に基づいて前記所定領域を同定する放射線診断装置
。
【請求項２】
　前記第１画像はマスク画像であり、前記第２画像はコントラスト画像である請求項１記
載の放射線診断装置。
【請求項３】
　前記所定領域は、被検体の動脈瘤に塞栓された金属性物質が含まれる領域である請求項
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１又は２記載の放射線診断装置。
【請求項４】
　前記領域同定部は、前記第１画像及び前記第２画像の少なくとも一方にビームハードニ
ング補正を行った後、前記所定領域を同定する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の
放射線診断装置。
【請求項５】
　前記第２再構成画像は前記第１再構成画像に対しボクセルマトリックスサイズが小さい
請求項１記載の放射線診断装置。
【請求項６】
　前記位置ズレ補正部は、前記複数の第１画像における被検体の動脈瘤に塞栓された前記
所定領域と、対応する角度における前記複数の第２画像における前記所定領域との位置が
合うように、前記複数の第１画像及び前記複数の第２画像のうち少なくとも一方を補正す
る請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の放射線診断装置。
【請求項７】
　前記放射線診断装置は、Ｘ線ＣＴ装置である請求項１乃至６のうちいずれか一項記載の
放射線診断装置。
【請求項８】
　前記放射線診断装置は、Ｃアーム形アンギオ装置である請求項１乃至６のうちいずれか
一項記載の放射線診断装置。
【請求項９】
　複数の角度における複数の第１画像又は前記複数の角度における複数の第２画像に基づ
いて第２再構成画像を生成し、前記第２再構成画像における所定領域を前記複数の角度に
再投影して再投影画像を生成し、前記再投影画像に基づいて金属アーチファクトに対応す
る所定領域を同定し、
　前記同定した所定領域に関する前記複数の第１画像と前記複数の第２画像との位置ズレ
補正を実行し、
　前記位置ズレ補正が行なわれた後に、前記複数の第１画像と前記複数の第２画像との差
分処理を行いサブトラクション画像を生成し、前記複数の角度においてそれぞれ得られた
サブトラクション画像に基づいて第１再構成画像を生成すること、
　を具備する放射線診断装置作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、放射線診断装置及び放射線診断装置作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルサブトラクション血管造影（ＤＳＡ）法は、Ｘ線血管造影検査やインターベ
ンションでは、検査や治療のために患者の血管の疾患または異常を診断するために使用さ
れ、治療の後、治療の有効性を実証するために使用される。ＤＳＡは、Ｘ線血管造影手順
で収集されるデータを元に血管情報のみを抽出するために使用されるコンピュータ支援画
像処理方法である。ＤＳＡは、造影剤の注入の直前に撮影された画像（マスク画像）と造
影剤が目的の血管を通過しているときに取得された画像（コントラスト画像）との比較に
依拠する。マスク画像は、対応するコントラスト画像からディジタル的に減算され、その
結果、造影剤信号のみが抽出される。コントラスト画像は通常１枚ではなく、連続した画
像として収集される。連続したコントラスト画像からマスク画像を減算して作成したＤＳ
Ａ画像を動画として観察することで、術者は目的の血管における血流を理解することがで
きる。
【０００３】
　またコンピュータ断層撮影（ＣＴ）と同様に、ガントリを十分な回転適用範囲を回転さ
せながらマスク画像およびコントラスト画像を収集する。収集画像から３Ｄ血管画像を再
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構成することで、術者は、構造重複という問題なしで目的の血管領域を３Ｄで観察するこ
とが可能になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、コイルなど金属が目的の血管領域内またはその近くにある場合、患者の
僅かな動きによっても金属アーチファクトが発生し、動脈瘤内に血流があるかどうかを判
断できない場合がある。そのような金属アーチファクトが顕著な状況において金属アーチ
ファクトを大きく低減させる（除去するまではいかなくとも）方法である。
【０００５】
　また、金属アーチファクト低減（ＭＡＲ）における重要なステップは、背景に合致する
ようにフレームのペアを位置合わせするためにマスク画像に対してコントラスト画像をピ
クセルシフトさせることである。これはまた、ＤＳＡ画像における血管構造の可視化を支
援することができる。コントラスト画像とマスク画像との相対的な位置ずれを補正するた
めにマスク画像を平行移動および／または回転させるこのプロセスは、レジストレーショ
ンと呼ばれる。場合によっては、アーチファクトは、１つまたは複数の個々のフレームが
、背景の方向と異なる方向のシフトを示す場合、複数の個々のフレームを減算する際に生
じる。
【０００６】
　以上に鑑み、ディジタルサブトラクション血管造影の回転シーケンスから再構成された
３Ｄ血管画像において、従来に比して金属アーチファクトを好適に低減することができる
放射線診断装置及び放射線診断装置の作動方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態に係る放射線診断装置は、複数の角度における複数の第１画像又は前記複数
の角度における複数の第２画像に基づいて、金属アーチファクトに対応する所定領域を同
定する領域同定部と、前記所定領域に関する前記複数の第１画像と前記複数の第２画像と
の位置ズレ補正を行う位置ズレ補正部と、前記位置ズレ補正が行なわれた後に、前記複数
の第１画像と前記複数の第２画像との差分処理を行いサブトラクション画像を生成し、前
記複数の角度においてそれぞれ得られたサブトラクション画像に基づいて第１再構成画像
を生成する画像生成部と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】単一のＸ線源と単一の検出器ユニットとを有するＣＴスキャナの一実装形態の概
略図。
【図２】Ｃアーム構成を使用するアンギオ装置の一実装形態の概略図。
【図３Ａ】マスク画像の一例を示す図。
【図３Ｂ】コントラスト画像の一例を示す図。
【図３Ｃ】サブトラクション画像の一例を示す図。
【図３Ｄ】３Ｄ血管画像を再構成するようにマスク画像とコントラスト画像とを処理する
方法の一実装形態の流れ図。
【図４Ａ】マスク画像内の関心領域（ＲＯＩ）の一例を示す図。
【図４Ｂ】コントラスト画像内のＲＯＩの一例を示す図。
【図４Ｃ】サブトラクション画像内のＲＯＩの一例を示す図。
【図５Ａ】コイル投影のみを有するマスク画像の一例を示す図。
【図５Ｂ】コイル投影と造影剤情報の両方を有するコントラスト画像の一例を示す図。
【図６Ａ】金属アーチファクト低減方法の一実装形態の流れ図。
【図６Ｂ】再投影されたコントラスト画像を生成するプロセスの一実装形態の流れ図。
【図６Ｃ】マスク画像とコントラスト画像との間の差分に対応する差分フレームを再構成
するプロセスの一実装形態の流れ図。
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【図７Ａ】コントラスト画像を使用して３Ｄ血管画像再構成が実行された３Ｄ－ＤＳＡ画
像のスライスの一例を示す図。
【図７Ｂ】コントラスト画像のためのマスクの一例を示す図。
【図７Ｃ】造影剤投影マスクの一例を示す図。
【図７Ｄ】再投影された造影剤フレームの一例を示す図。
【図８】コントラスト画像を再投影する例示的な手順を示す図。
【図９Ａ】マスク画像の一例を示す図。
【図９Ｂ】コントラスト画像の一例を示す図。
【図９Ｃ】混ぜ合わされた画像の一例を示す図。
【図１０Ａ】マスク画像の関心領域の一例を示す図。
【図１０Ｂ】コントラスト画像の関心領域の一例を示す図。
【図１１】コントラスト画像の関心領域の変換の一例を示す図。
【図１２Ａ】マスク画像とコントラスト画像との差を表す３Ｄ血管画像を再構成するため
に判断関数を使用する方法の一実装形態のフロー図。最終３Ｄ血管画像は金属アーチファ
クトがない。
【図１２Ｂ】コントラスト画像とマスク画像との間のフレームレジストレーションの望ま
しさを決定するために画像単位判断関数を使用するプロセスの一実装形態のフロー図。
【図１２Ｃ】コントラスト画像とマスク画像との間のフレームレジストレーションの望ま
しさを決定するために画像単位判断関数を使用するプロセスの一実装形態のフロー図。
【図１２Ｄ】コントラスト画像とマスク画像との間の差分に対応する差分画像を再構成す
るプロセスの一実装形態の流れ図。
【図１３Ａ】コントラスト画像とマスク画像の差分画像を示す図。コントラスト画像とマ
スク画像との間の第１のオフセットは、金属画像の右下側の負のピクセル値の原因となる
。
【図１３Ｂ】コントラスト画像とマスク画像の差分画像を示す図。コントラスト画像とマ
スク画像との間の第２のオフセットは、金属画像の左上側の負のピクセル値の原因となる
。
【図１４】処理システムの一実装形態の概略図。
【図１５】エネルギー積分検出器とエネルギー分解検出器の両方を有するハイブリッド構
成を使用するＣＴスキャナの一実装形態の概略図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施形態に係る放射線診断装置、及び放射線診断装置の作動方法について説明
する。本実施形態に係る放射線診断装置は、典型的には、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置
、或いはＣアーム形アンギオ装置である。
【００１０】
　放射線診断装置を用いて取得された３Ｄ血管画像は、回転シーケンスで撮影された投影
データから再構成可能である。たとえば、回転シーケンスによって得られた投影データが
適切な範囲の撮影角度（たとえば、１８０°＋ファン角）以上得られている時、被検体の
三次元画像は再構成可能となる。分かりやすくするため、本実施形態における説明は、再
構成された三次元画像は各々「３Ｄ画像」と呼び、二次元投影データの１方向のデータは
「画像」（すなわち、投影画像）、再構成に必要な「画像」の集合を「画像データ」と呼
ぶ。また、「コントラスト画像」は投影データの１方向のデータを指すが、「３Ｄコント
ラスト画像」は再構成された画像を指す。
【００１１】
　図１は、透過された光子を検出するために検出器アレイを含むＣＴ装置１００の簡略化
された概略的構造を示す。本開示の態様は、医用イメージングシステムとしてＣＴ装置１
００に制限されない。特に、本実施形態で説明される構造および手順は、他の医用イメー
ジングシステムに適用可能であり、具体的にはＣＴ装置１００および光子の検出に関する
、本実施形態で提供される記述は例示である。
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【００１２】
　検出器アレイ、光子検出器、および／または光子検出器アレイは、本実施形態では、単
に検出器と呼ばれることがある。図１に示されるＣＴ装置１００は、Ｘ線管１１０と、フ
ィルタおよびコリメータ１２０と、検出器１３０とを含む。一実装形態では、検出器１３
０は、第３世代方式（third-generation geometry）で配置されたエネルギー積分検出器
素子のアレイであってよい。一実装形態では、ＣＴ装置１００は、第４世代方式で疎に配
置されたエネルギー弁別（たとえば、フォトンカウンティング型）検出器も含み、この場
合検出器１３０はエネルギー弁別検出器となる。ＣＴ装置１００はまた、ガントリモータ
などのさらなる機械構成要素および電気構成要素と、ガントリの回転を制御し、Ｘ線源を
制御し、患者用寝台を制御するコントローラ１４０とを含む。ＣＴ装置１００はまた、デ
ータ収集システム１５０と、処理回路１６０とを含む。処理回路１６０は、データ収集シ
ステムによって収集される投影（ビュー）データに基づいてＣＴ画像を生成するように構
成またはプログラムされる。たとえば、処理回路１６０は、検出器１３０がエネルギー弁
別検出器である場合スペクトルＣＴ画像を再構成する再構成部品を含む。処理回路は、本
実施形態で説明されるプロセス、式、および関係に従って、方法を実行し、アルゴリズム
を実行するようにプログラムされる。処理回路およびデータ収集システムは、メモリ１７
０を利用することができ、メモリ１７０は、たとえば検出器から取得されたデータと、再
構成された３Ｄ画像とを記憶するように構成される。
【００１３】
　Ｘ線管１１０、フィルタおよびコリメータ１２０、検出器１３０、ならびにコントロー
ラ１４０は、穴を含むフレーム１８０内に設けられ得る。フレーム１８０は、略円筒形ま
たは略ドーナツ形を有する。図１に示される図では、フレーム１８０の穴の長手方向軸は
、穴の中央にあり、ページ内外へと延びる。区域１９０と識別される、穴の内側は、ＣＴ
装置１００の視野（ＦＯＶ）である。患者などの、スキャンされる被検体は、たとえば患
者テーブルを用いてターゲット領域内に設置される。次いで、被検体は、放射線１９５の
ファンまたはコーンを用いてＸ線管１１０によって照射可能である。処理回路１６０は、
捕捉された入射Ｘ線光子の光子カウントを決定するようにプログラムされる。データ収集
システム１５０、処理回路１６０、およびメモリ１７０は、単一の機械またはコンピュー
タとして実施されてもよいし、ネットワークまたは他のデータ通信システムを介して互い
に結合または分散された別個の機械またはコンピュータとして実施されてもよい。コント
ローラ１４０はまた、ネットワークまたは他のデータ通信システムを介して結合可能であ
り、別個の機械もしくはコンピュータによって実施されてもよいし、システムの別の機械
もしくはコンピュータの一部として実施されてもよい。
【００１４】
　さらに、コントローラ１４０は、メモリ１７０に格納された専用プログラムを起動する
ことで、上述する図３Ｄ、図６Ａ、６Ｂ、図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄに示したフ
ローに従う、領域同定処理等を実行する。
【００１５】
　図１では、検出器１３０は、長手方向軸に対してＸ線管１１０とともに回転する回転検
出器アレイである。図１には示されていないが、検出器１３０は回転検出器アレイの代わ
りに３６０度分をカバーする固定検出器アレイであっても良い。他の検出器も実装可能で
ある。
【００１６】
　一実装形態では、ＣＴ装置１００のフレーム１８０はＸ線撮影ガントリである。処理回
路１６０は、再構成処理回路と、画像処理回路と、前処理回路とを含むことができ、「回
路」という用語は、プログラム命令を実行する中央処理ユニット（ＣＰＵ）と解釈されて
もよいし、ＦＰＧＡなどの特殊用途ハードウェア回路と解釈されてもよいし、他の専用回
路と解釈されてもよい。
【００１７】
　図２は、Ｘ線アンギオ装置のＸ線撮影ガントリの一例を示す。図２に示されるように、
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Ｘ線アンギオ装置２００は、Ｘ線管２０２と、Ｘ線検出器２０４と、Ｃアーム２０６と、
スタンド２０８と、高電圧発生装置２１０と、寝台２１２と、Ｘ線停止デバイス２１４と
を含む。
【００１８】
　高電圧発生装置２１０は、Ｘ線管２０２の電極の間に印加される高電圧を生成し、Ｘ線
管２０２の陰極フィラメントに供給されるフィラメント電流も生成する。高電圧とフィラ
メント電流とを受けると、Ｘ線管２０２はＸ線を生成する。Ｘ線コリメータデバイス２１
４は、Ｘ線管２０２によって生成されたＸ線を整形する。Ｘ線検出器２０４は、入射Ｘ線
を直接または間接的に電荷に変換する複数の検出素子（ピクセル）の二次元配列であって
よい。Ｘ線管２０２は、たとえば、据え置き型Ｃアーム３０６の一方の端に取り付けられ
る。Ｘ線検出器２０４は、Ｃアーム２０６の他方の端に取り付けられる。Ｘ線検出器２０
４は、寝台２１２上の被検体ＯＢＪを挟んでＸ線管２０２と対面する。Ｃアーム２０６は
、スタンド２０８上に回転可能に支持される。Ｃアーム２０６を回転させながら被検体Ｏ
ＢＪに対するＸ線撮影を繰り返すことは、三次元画像再構成に必要とされる多方向のＸ線
投影データを収集することを可能にする。
【００１９】
　Ｘ線撮影制御回路は、回転Ｘ線撮影を実行し、Ｘ線投影データを生成するために、Ｃア
ーム２０６の回転、高電圧発生装置２１０からＸ線管２０２への高電圧の印加、およびＸ
線検出器２０４からの信号の読み取りを制御する。
【００２０】
　ディジタルサブトラクション血管造影法（ＤＳＡ）では、観察方向固定の場合、コント
ラスト画像は非造影剤マスク画像から減算される。これにより他の軟部組織および骨の情
報は消去され、血管情報のみが抽出される。Ｃアームガントリを用いる３Ｄ　ＤＳＡの一
実装形態では、ガントリは２回のスキャンを実行する。各スキャンは、１８０°＋ビーム
のファン角の角度間隔で実行される。１回のスキャンは造影剤なしで実行され、他方のス
キャンは造影剤ありで実行される。各コントラスト画像は投影角度の略一致するマスク画
像から１フレームずつ減算される。必要とされる角度間隔に十分な画像が収集された場合
、３Ｄ血管画像はサブトラクション画像データから再構成可能となる。複数の投影角度に
対するサブトラクション画像データを取得し、このサブトラクション画像データから３Ｄ
血管画像を再構成するこの方法は、Ｃアーム方式（C-arm geometry）を有しハーフスキャ
ン再構成方法を使用するガントリの場合に限定されない。他のＣＴ装置方式（CT-apparat
us geometry）ならびに他のショートスキャン再構成方法およびフルスキャン再構成方法
も使用可能である。
【００２１】
　臨床適用例は、多くの場合、患者はコイルまたはクリップ、ステントなどの金属デバイ
スを留置されている。コイルは、動脈瘤に密に充填されることが多く、高密度であり、３
Ｄ画像においてストリーク状のメタルアーチファクトを引き起こす。３Ｄ－ＤＳＡでは、
マスク画像とコントラスト画像との間で患者の動きがないことが理想的であり、金属は完
全に消去される。しかしながら、造影剤が頭部に流入すると、患者は灼熱痛を感じる（殆
どの患者は、造影剤が脳動脈に流れ込むとき、灼けつくような痛みを感じる）。したがっ
て、患者は、じっとしているように言われていても、多少は動いてしまう。患者が動いた
結果として、コントラスト画像とマスク画像との間の減算は、サブトラクション画像には
大きな正負の値を有する。具体的には、負の値および正の値は、金属デバイスのシフトに
よって発生し、金属デバイスの周辺で生じる。患者の動きによる金属デバイスのシフトに
よって引き起こされる３Ｄ血管画像から金属アーチファクトは周辺の血管の観察を困難に
し、また動脈瘤内に血流が残っていると言う誤診断を招いてしまうリスクがある。そのた
め金属アーチファクトの除去あるいは低減は重要な課題である。
【００２２】
　コントラスト画像とマスク画像との間の患者の動きによるアーチファクトを低減するた
めにマスク画像（またはコントラスト画像）を平行移動および回転させるプロセスはレジ



(7) JP 6747885 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

ストレーションと呼ばれる。一実装形態では、レジストレーションは、金属ステントまた
は金属コイル等に代表される金属デバイスに対応する画像の関心領域（ＲＯＩ）の同定に
よって実行可能である。関心領域（ＲＯＩ）はコントラスト画像とマスク画像間で比較さ
れ、金属デバイスが２つの画像間で一致するまで、一方の画像は他方の画像に対して調整
される（たとえば、コントラスト画像はマスク画像に一致するように平行移動および回転
される）。一実装形態では、２つの画像間の位置合わせは、２つの画像のＲＯＩ間の相互
相関を最大にすることによって最適化される。
【００２３】
　造影剤に対応する吸収特徴が、金属ステントまたは金属コイルなどの金属デバイスに極
めて近接している場合、画像をレジストレーションするために相互相関を使用することは
、レジストレーションプロセスにエラーを引き起こすことがあり得る。このエラーを予防
するために、元のマスク画像ではなく混ぜ合わされたマスク画像がレジストレーションに
使用可能である。この混ぜ合わされたマスク画像は、コントラスト画像に類似した吸収分
布を有し、コントラスト画像と混ぜ合わされたマスク画像との間のより大きな類似性によ
って、レジストレーションエラーが発生するリスクが大きく低減される。混ぜ合わされた
マスク画像を生成するために、マスク画像が３Ｄ血管画像の再投影画像と合成される。次
いで、コントラスト画像と混ぜ合わされたマスク画像とは、レジストレーションプロセス
中に互いと位置合わせされる。ひとたびコントラスト画像が混ぜ合わされたマスク画像に
対してレジストレーションされると、次いで、サブトラクション画像は、元のマスク画像
と、レジストレーションされたコントラスト画像との間で１フレームずつ減算することに
よって取得可能である。最後に、アーチファクトを低減したサブトラクション画像データ
からアーチファクトを低減した３Ｄ血管画像が再構成可能である。たとえば、サブトラク
ション画像データが１８０°＋ファン角の投影角度にまたがる場合、ハーフスキャンフィ
ルタ補正逆投影法が使用可能である。あるいはＴＶ法などの逐次近似再構成法が使用可能
である。
【００２４】
　図３Ａは、マスク画像３０２の一例を示す。ＲＯＩは、金属デバイスを含むように定義
される。図３Ｂは、コントラスト画像３０４の一例を示す。図３Ｂを図３Ａと比較すると
、特定の血管系構造の吸収の変化がはっきり視認可能である。図３Ｃは、サブトラクショ
ン画像３０６の一例を示す。減算は、コントラスト画像及びマスク画像のＸ線強度の自然
対数を計算した後で実行される。あるいは、減算はまた、マスク画像からコントラスト画
像を除算し、次いで、その演算結果の自然対数を計算することによっても実行可能である
。サブトラクション画像は、背景を除去することによって血管系構造をより見やすくする
。しかしながら、コントラスト画像とマスク画像との間の位置ずれが発生していると、金
属デバイス周辺に大きなアーチファクトが生じる。
【００２５】
　（投影画像を用いた金属アーチファクトに対応する領域の同定）
　図３Ｄは、コントラスト画像とマスク画像との間の位置ずれを補正する方法３１０の流
れ図を示す。ステップ３１４では、ＲＯＩが定義される。次いで、ステップ３１８では、
コントラスト画像は、それぞれのコントラスト画像とマスク画像との間の相互相関が最大
になるように補正され、マスク画像との位置ずれが補正される。サブトラクション画像は
、ステップ３２０で、それぞれの補正されたコントラスト画像およびマスク画像から１フ
レームずつ計算される。最後に、ステップ３２２で、これらのサブトラクション画像デー
タから３Ｄ血管画像が再構成される。再構成方法は、Ｆｅｌｄｋａｍｐ法などのフィルタ
補正逆投影法であってもよいし、ＴＶ法などの逐次近似再構成法であってもよい。
【００２６】
　図４Ａは、コイル近くのマスク画像４０２を示し、画像の下のプロファイルは、マスク
画像の垂直断面に沿って計測した一次元プロファイル（たとえば、より大きな数は、より
Ｘ線吸収が少ないことを示す）を示す。図４Ｂは、コイルの近くのコントラスト画像４０
４の一例を示す。図４Ｃは、サブトラクション画像４０６の一例を示す。サブトラクショ
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ン画像４０６内のピーク４０８は、アーチファクトを示す。たとえば、患者の動きにより
、コントラスト画像内の金属は、マスク画像内の金属に対し右下にシフトする。そのため
、マスク画像がコントラスト画像から減算されるとき、金属画像の右下部分は、サブトラ
クション画像から完全に消去されず、図４Ｃに見られる正のアーチファクトを作り出し、
金属画像の左上部分では、負のアーチファクトを生じさせる。マスク画像およびコントラ
スト画像の位置ずれを補正するプロセスは、レジストレーションと呼ばれ、図４Ｃに示さ
れる金属領域の右下の正のアーチファクトおよび金属領域の左上の負のアーチファクトを
最小にすることができる。
【００２７】
　レジストレーションは、マスク画像とコントラスト画像との相互相関を最大にするよう
に、コントラスト画像の位置を、マスク画像に一致させるように平行移動および回転させ
ることによって行われる。大多数の投影画像では、一方の画像の位置を少しずつずらしな
がら相互相関を算出し、相互相関が最大となるマスク画像とコントラスト画像とを同定す
ることは、マスク画像に対してコントラスト画像をレジストレーションするのに十分であ
る。しかしながら、造影剤による吸収が金属コイルまたは金属ステントによる吸収に類似
しており、投影画像上で造影剤が金属コイルまたは金属ステントに極めて近接するように
なるとき、レジストレーションエラーが発生することがある。
【００２８】
　図５Ａおよび図５Ｂは、マスク画像５０２はコイル情報５０４のみを含むが、コントラ
スト画像５０６は、造影剤による吸収を表す造影剤情報５０８と組み合わせたコイル情報
５０４を含むことを示す。そのため、マスク画像の吸収分布は、コントラスト画像の吸収
分布とは異なることがあり、このことが、マスク画像およびコントラスト画像のレジスト
レーションにエラーを持ち込み得る。さらに、図５Ｂは、コイルによる吸収情報が造影剤
による吸収情報と同程度の量であることを示す。したがって、マスク画像とコントラスト
画像との間の相互相関演算はエラーを発生するリスクがある。
【００２９】
　レジストレーションにおけるエラーを予防するために、マスク画像の代わりに、混ぜ合
わされたマスク画像がレジストレーションに使用可能である。後述するように、この混ぜ
合わされたマスク画像は、マスク画像を３Ｄ血管画像の再投影と組み合わせることによっ
て取得可能であり、３Ｄ血管画像はサブトラクション画像データから再構成された画像で
ある。レジストレーションに混ぜ合わされたマスク画像を使用することは、３Ｄ血管画像
がサブトラクション画像データから２回再構成されることになる。第１の再構成は、混ぜ
合わされたマスク画像を生成するために、混ぜ合わされたマスク画像を用いたレジストレ
ーションの前に発生し、第２の再構成は、最終的な３Ｄ血管画像を再構成するために、混
ぜ合わされたマスク画像を用いたレジストレーションの後で発生する。３Ｄ血管画像の第
１の再構成のために、従来の方法（たとえば、収集されたマスク画像）を使用してレジス
トレーションが実行される。次いで、結果として得られる、サブトラクション画像データ
から再構成された３Ｄ血管画像は、再投影された造影剤情報を取得するために使用される
。　一実装形態では、第一の３Ｄ血管画像から図４Ｃに示される金属アーチファクトなど
のアーチファクトに起因するアーチファクトを抑制する。具体的には３Ｄ血管画像内の異
常なボクセルを識別するために閾値処理および領域拡張方法を使用し、次いで、再投影ス
テップから異常ボクセルを範囲外にセグメント化する（segment out）ことによって、再
投影された造影剤情報から金属アーチファクトを抑制することができる。領域拡張は、閾
値処理で同定された領域から隣接するボクセルを調べ、隣接ボクセルが領域に追加される
べきかを決定する。このプロセスは一定範囲反復される。
【００３０】
　たとえば、金属は、血管、筋肉、水、さらには骨などの軟物質よりも大きな吸収係数を
有することが知られている。したがって、一般的な軟物質吸収と金属吸収との間の所定の
吸収閾値は、金属に対応する可能性の高いボクセルを区別するために使用可能である。た
とえば、金属に関する所定の閾値は、４０００ハンスフィールドユニット（ＨＵ）とする
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ことができ、したがって、この閾値よりも大きい吸収を持つボクセルは、金属ボクセルで
あると決定される。これらの金属ボクセルは、異常とフラグを立てられ、再投影から除外
され得る。
【００３１】
　加えて、負の吸収に対応するボクセルも異常であり、再投影から除外され得る。加えて
、デュアルエネルギーＣＴおよび／またはフォトンカウンティング型検出器を使用するＣ
Ｔ装置では、各ボクセルに対するＸ線吸収のスペクトル変化も、さまざまなボクセルタイ
プ（たとえば、金属、軟物質、および造影剤）を区別する印として使用可能であり、この
さらなる印は、決定プロセスにおいて、ボクセルが造影剤情報の範囲内かその範囲外かを
決定するためにも使用可能である。
【００３２】
　一実装形態では、造影剤情報の投影は各ボクセルが造影剤情報かどうかを判定し、造影
剤情報と判定されたボクセルのみを投影することで生成可能である。造影剤情報と判定さ
れたボクセルが投影する領域は図７Ｃに示されており、造影剤情報を実施に再投影した結
果は図７Ｄに示されている。
【００３３】
　一実装形態では、造影剤情報の再投影画像の分解能は、サブトラクション画像データと
同じ分解能を持っている必要はない。造影剤情報の再投影画像の使用目的は、混ぜ合わさ
れたマスク画像を生成するために情報をマスク画像内へと重ね合わせることである。これ
らの混ぜ合わされたマスク画像は、造影剤情報が粗い分解能のみを有するときであっても
レジストレーションに大きな問題とはならない。造影剤情報の再投影画像の分解能を落と
すことにより、方法６００の高速化が可能となる。たとえば、最終的な再構成された画像
のボクセルサイズが５１２×５１２×５１２である場合、第１の再構成された３Ｄ血管画
像のボクセルサイズは、１２８×１２８×１２８であるかまたはこれよりも小さくてよい
。
【００３４】
　混ぜ合わされたマスク画像を取得した後、コントラスト画像は、混ぜ合わされたマスク
画像に対してレジストレーション可能である（より小さなボクセルサイズが第１の再構成
された３Ｄ血管画像のボクセルサイズあるいはおよび再投影された造影剤情報画像に使用
された場合、混ぜ合わされた造影剤情報画像のサイズをマスク画像に等しくするために、
補間処理によるアップサンプリングが使用可能である）。レジストレーションが実行され
た後、サブトラクション画像を生成するために、レジストレーションされたコントラスト
画像からマスク画像が減算される。次いで、サブトラクション画像データを使用して３Ｄ
再構成が実行され、この第２の再構成は、改善されたレジストレーションにより金属アー
チファクトのない３Ｄ血管画像を、より細かい分解能（たとえば、５１２×５１２×５１
２の画像を生成するために）で実行され得る。３Ｄ血管画像の第２の再構成の前のレジス
トレーションは、混ぜ合わされたマスク画像を使用して実行されたので、レジストレーシ
ョンプロセスにおいてエラーが発生し難い。そのため最終的な３Ｄ血管画像は、初期３Ｄ
血管画像内に存在する金属アーチファクトが大きく低減されている。
【００３５】
　なおここでは混ぜ合わされたマスク画像を生成しているが、その代わりに投影された造
影剤情報をコントラスト画像から差し引き、造影剤の影響を排除したコントラスト画像を
生成しても良い。
【００３６】
　さらにレジストレーションエラーが発生するのはまれなので、別の機序でエラーを予防
しても良い。具体的には位置ずれ補正量を撮影角度毎に比較すると、近接する補正量はほ
ぼ一致する。この特徴を利用し、近接する角度とは明らかに異なる補正量を示すものは異
常と判断し、その場合は隣接撮影角度の補正量を元に、検索する補正量の範囲を限定する
。この場合は再構成が１度で済むので、最終的な再構成画像を得るまでの時間が短縮でき
ると言うメリットがある。
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【００３７】
　（再構成画像を用いた金属アーチファクトに対応する領域の同定）
　次に図６Ａ、６Ｂ、６Ｃを参照すると、処理回路によって実行される、３Ｄ血管画像か
ら患者の動きによる金属アーチファクトの兆候を取り除くための方法の一実装形態につい
て説明するフローチャート６００が示されている。
【００３８】
　ステップ６０２では、処理回路は、マスク画像を使用する第１の再構成を実行すること
によって３Ｄマスク画像を生成する。マスク画像は、造影剤が患者に注入される前に取得
される。最終的な再構成画像のボクセルサイズよりも小さいボクセルサイズの第１の三次
元画像が再構成される。第１の三次元画像のボクセルサイズは、最終的な再構成画像の４
分の１に等しいまたはそれより小さくてよい。たとえば、最終的な再構成された画像の行
列が５１２×５１２×５１２である場合、第１の三次元画像の行列は、１２８×１２８×
１２８であるかまたはこれよりも小さい。
【００３９】
　ステップ６０４では、処理回路は、第１の三次元画像で所定の閾値を上回るすべてのボ
クセル値を抽出することによって、金属ボクセルを抽出する。この所定の閾値は、軟物質
と金属との最も良い区別を作り出し得る値である。一実装形態では、４０００ＨＵが適用
される。
【００４０】
　ステップ６０６では、処理回路は、１フレームペアずつ、ＲＯＩを同定するために金属
ボクセルを各投影画像方向へと再投影する。
【００４１】
　ステップ６０８では、処理回路は、マスク画像上で金属ピクセルを含むＲＯＩを定義す
る。ＲＯＩは金属ボクセルが投影された領域に対し、一定の範囲で拡張処理したものであ
る。
【００４２】
　プロセス６１７は、再投影された造影剤情報を生成する方法である。プロセス６１７の
ステップは、図６Ｂに示されている。
【００４３】
　プロセス６１７のステップ６１８では、処理回路は、ＤＳＡ画像を取得するために、対
応するコントラスト画像からマスク画像を減算する。
【００４４】
　プロセス６１７のステップ６２０では、処理回路は、取得されたＤＳＡ画像に対して再
構成を実行する。
【００４５】
　プロセス６１７のステップ６２２では、処理回路は、所定の範囲に入るすべてのボクセ
ルを再構成された３Ｄ血管画像から抽出することによって、造影剤ボクセルを識別する。
【００４６】
　ステップ６２４では、処理回路は、３Ｄ血管画像内の造影剤に対応するボクセルを再投
影する。
【００４７】
　ステップ６１０では、マスク画像は、混ぜ合わされたマスク画像を生成するために、造
影剤ボクセルの再投影と混ぜ合わされる。図８は、マスク画像および造影剤ボクセルの再
投影から混ぜ合わされたマスク画像を生成する一実装形態を示す。
【００４８】
　ステップ６１２では、コントラスト画像が、混ぜ合わされたマスク画像にレジストレー
ションされる。一実装形態では、レジストレーションは、ＲＯＩ内でのコントラスト画像
と混ぜ合わされたマスク画像との相互相関を最大にすることによって実行される。
【００４９】
　プロセス６１５では、金属アーチファクトのないサブトラクション画像データが、適切
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にレジストレーションされたコントラスト画像とマスク画像との間の差分演算によって生
成される。
【００５０】
　ステップ６１６では、金属アーチファクトのない３Ｄ血管画像が、任意の既知の画像再
構成方法を使用してサブトラクション画像データから再構成される。ハーフスキャン（す
なわち、１８０°＋ファン角の投影角度にまたがるスキャン）のみがマスク画像データお
よびコントラスト画像データに対して実行された場合、ハーフスキャン再構成方法が使用
される。
【００５１】
　図６Ａのステップ６１０では、処理回路は、混ぜ合わされたマスク画像を生成するため
に、マスク画像を再投影された造影剤情報と混ぜ合わせる。
【００５２】
　図８に示されるように、混ぜ合わされたマスク画像上のＲＯＩ８０８は、コントラスト
画像との相互相関を計算することによってコントラスト画像８１０をレジストレーション
するために使用される。図９Ａはマスク画像の一例である。図９Ｂはコントラスト画像の
一例である。図９Ｃは、混ぜ合わされたマスク画像の一例である。マスク画像と比較され
ると、混ぜ合わされたマスク画像は、コントラスト画像とより良く一致し、これが、より
良い同一条件での比較をもたらし、より正確なレジストレーションを達成する。
【００５３】
　ステップ６１２では、処理回路は、混ぜ合わされたマスク画像とコントラスト画像との
間のＲＯＩの相互相関分析を実行することによって、混ぜ合わされたマスク画像とコント
ラスト画像を１投影方向ペアずつレジストレーションし、探索領域は、想定される最大の
動きに依存する。
【００５４】
　一実施形態では、２Ｄ平行移動は、探索に十分である。別の実施形態では、レジストレ
ーションは、相互相関の最大値に対応する、図１１に示される変換Ｔを探索する際に平行
移動変換と回転変換の両方を含む。
【００５５】
　回転シーケンスが開始される前に、患者は静止したままであるように指示される。しか
しながら、患者の頭部に造影剤が侵入することは、患者に灼熱痛を引き起こし、それに反
応して患者が動く。したがって、コントラスト画像は、通常、患者が動くためにマスク画
像と位置ずれが発生していることが多い。図３Ｃは、マスク画像とコントラスト画像との
間のコイル投影の位置合わせ不良を示す。そのため、マスク画像とコントラスト画像との
間のレジストレーションは、マスク画像とコントラスト画像を位置合わせするために必要
とされる。
【００５６】
　図１０Ａは、マスク画像のＲＯＩの一例を示す。マスク画像のＲＯＩは、マスク画像内
の探索領域である。図１０Ｂは、コントラスト画像のＲＯＩの一例を示す。マスク画像の
ＲＯＩは、コントラスト画像のＲＯＩと同じサイズであり、コントラスト画像のＲＯＩと
同じ、フラットパネル検出器のグリッド位置を有する。しかし、マスク画像とコントラス
ト画像との間の患者の動きが、２つの画像間のそれぞれのＲＯＩ内での金属の位置の差を
もたらす。そのため、相互相関が最大値となるようなコントラスト画像内のＲＯＩを見つ
ける必要がある。
【００５７】
　レジストレーションは、（混ぜ合わされた）マスク画像とコントラスト画像との間の相
互相関関数の最大値を見つけることによって実行され、相互相関関数は、平行移動と回転
の両方を含むことができる。あるいは、レジストレーションは、（混ぜ合わされた）マス
ク画像とコントラスト画像との間の重なり積分を最大にする引数（すなわち、変換）につ
いて解くことによって実行され得、変換演算子の引数は、平行移動と回転の両方を含む。
【００５８】
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　ステップ６１４では、処理回路は、１投影方向ずつ、レジストレーションされたコント
ラスト画像をマスク画像からサブトラクションする。
【００５９】
　ステップ６１６では、処理回路は、再構成を実行し、金属アーチファクトのない３Ｄ血
管画像を取得する。
【００６０】
　（判断関数を用いた金属アーチファクトに対応する領域の同定）
　一実施形態では、判断関数が、金属アーチファクトを低減するために使用可能である。
判断関数は、マスク画像のためのＲＯＩにおいて、およびコントラスト画像のための同じ
ＲＯＩにおいて、２つの抽出された画像を一致させる変換が平行移動または回転によって
支配されるかどうかを決定するために、２つの画像が比較される。回転が一定の閾値より
も小さい場合、変換は、平行移動変換によって支配されると推定される。
【００６１】
　加えて、判断関数は、レジストレーションに値するのに十分なほど患者が動いたかどう
かを決定するという目的のために使用可能である。レジストレーションに値するのに十分
なほど患者が動かなかった場合、レジストレーションステップおよび付随するすべての不
可欠なステップが省略可能であり、計算上の負荷を大きく減ずることになる。
【００６２】
　一実装形態では、２つのタイプの判断関数すなわちデータ単位判断関数および画像単位
判断関数が使用される。データ単位判断関数では、画像データのすべてが評価され、画像
データのためのコントラスト画像のすべてがレジストレーションを必要とするかどうかに
関する決定がなされる。画像単位判断関数では、レジストレーションが特定の画像ペアに
必要とされるかどうかを決定するために、各画像ペア（すなわち、コントラスト画像およ
び対応するマスク画像）が個別に評価される。
【００６３】
　一実装形態では、判断関数は、レジストレーションなしのＲＯＩ内のマスク画像と造影
剤画像との間の差分画像のエントロピーを計算することによって実現され得る。計算され
たエントロピーが所定の範囲外である場合、データ単位判断関数は、レジストレーション
が必要とされると決定する。
【００６４】
　一実装形態では、判断関数は、サブトラクション画像データ内で所定の値よりも小さい
負の値の数を計算することによって実現され得る。これは、レジストレーションなしのＲ
ＯＩ内のマスク画像とコントラスト画像との差である。たとえば、造影剤は吸収を増加さ
せ、したがって、マスク画像からコントラスト画像を引いたものは、理想的には正の値ま
たはゼロに近い値のみを生じる。サブトラクション画像データ内の負の値は、マスク画像
に対するコントラスト画像の変位を示すので、所定の閾値よりも小さいサブトラクション
画像データ内の負のピクセル（たとえば、ゼロよりも大幅に小さい）の数は、変位の大き
さを示す。したがって、判断関数は、第１の基準を満たす（すなわち、実質的に負である
ための第１の閾値を下回るピクセル値を有する）ピクセルの数がピクセル数の閾値を超え
るとき、コントラスト画像がレジストレーションを必要とすると決定する。
【００６５】
　次に図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄを参照すると、処理回路によって実行される、
上記で説明された判断関数を用いて３Ｄ血管画像から金属アーチファクトの表示を取り除
くための方法について説明するフローチャート１２００が示されている。
【００６６】
　ステップ１２０２では、処理回路は、マスク画像を使用する第１の再構成を実行するこ
とによって３Ｄマスク画像を生成する。このステップは、ステップ６０２と同様である。
【００６７】
　ステップ１２０４では、処理回路は、マスク画像からの、所定の閾値を上回るすべての
ボクセル値を閾値処理することによって、金属ボクセルを識別する。このステップは、ス
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テップ６０４と同様である。
【００６８】
　ステップ１２０６では、処理回路は、マスク画像とコントラスト画像の両方に金属を含
む関心領域（ＲＯＩ）を定義する。このステップは、ステップ６０６と同様である。
【００６９】
　プロセス１２０８では、処理回路は、図１２Ｂに示されるように、コントラスト画像を
対応するマスク画像にレジストレーションするべきかどうかをデータ単位判断関数に基づ
いて決定する。プロセス１２０８の一部として、処理回路は、マスク画像から再構成され
た画像とコントラスト画像から再構成された画像との間のサブトラクション画像を生成し
、関心ボリューム（ＶＯＩ）内のエントロピーを計算する。
【００７０】
　プロセス１２０８のステップ１２５０では、マスク画像データは、３Ｄマスク画像（す
なわち、断層像）を再構成するために使用される。
【００７１】
　プロセス１２０８のステップ１２５２では、３Ｄマスク画像内で金属領域に対応するボ
クセルが、閾値処理方法および領域拡張方法を使用して、範囲外にセグメント化され、フ
ラグを立てられる。
【００７２】
　プロセス１２０８のステップ１２５４では、ＶＯＩは、金属ボクセルを含むように定義
される。
【００７３】
　プロセス１２０８のステップ１２５６では、３Ｄコントラスト画像がコントラスト画像
データから再構成される。このコントラスト画像データから再構成された画像は、少なく
ともＶＯＩを含む。
【００７４】
　プロセス１２０８のステップ１２５８では、ＶＯＩ内の３Ｄマスク画像からＶＯＩ内の
３Ｄコントラスト画像を減算することによって、サブトラクション画像がＶＯＩ内で計算
される。
【００７５】
　プロセス１２０８のステップ１２６０では、サブトラクション画像のエントロピーが計
算される。患者が動き、コイルのような金属デバイスが適切に減算されないとき、減算さ
れた画像内に残存信号が残り、サブトラクション画像に大きな値が生じることがある。
【００７６】
　プロセス１２０８のステップ１２６２では、処理回路は、取得されたエントロピーが所
定の閾値エントロピー範囲内にあるかどうかを決定する。計算されたエントロピーが所定
の閾値エントロピー範囲外にある場合、処理回路は、プロセス１２２０に進み、ステップ
１２３６にも進む。計算されたエントロピーが所定の閾値エントロピー範囲内にある場合
、処理回路は、すべてのコントラスト画像に対するレジストレーションを中止する。
【００７７】
　所定の閾値エントロピーｐは、最も良い値を探索するために３Ｄ血管画像データセット
のプールを使用することによって、統計的基準から決定可能である。
【００７８】
　ステップ１２１０では、処理回路は、マスクフレームを生成するために、金属ボリュー
ム画像の金属ボクセルの再投影を実行する。
【００７９】
　ステップ１２１２では、処理回路は、１フレームペアずつ、マスク画像をＲＯＩ内のコ
ントラスト画像から減算する。
【００８０】
　プロセス１２２０では、処理回路は、図１２Ｃに示されるように、コントラスト画像を
対応するマスク画像にレジストレーションするべきかどうかを画像単位判断関数に基づい
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て決定する。
【００８１】
　プロセス１２２０のステップ１２２２では、処理回路は、ステップ１２１２と同様に、
ＲＯＩ内の対応するコントラスト画像からマスク画像を減算する。
【００８２】
　プロセス１２２０のステップ１２２４では、処理回路は、ステップ１２２２で取得され
たサブトラクション画像内の一定以下の負のピクセルの数を計算する。
【００８３】
　コントラスト画像は、マスク画像内の減衰している被検体のすべてに加えて、造影剤に
よる減衰を含むので、マスク画像からコントラスト画像を減算すると、一般に、正の値（
たとえば、造影剤を有する領域）またはゼロ（たとえば、造影剤のない領域内）となる。
しかしながら、コントラスト画像およびマスク画像が位置ずれを起こしているとき、マス
ク画像の金属領域がコントラスト画像の非金属領域に重複することがあり、結果として、
負のサブトラクション信号を呈するしたがって、コイル／ステントの金属デバイスの投影
がマスク画像とコントラスト画像との間で位置ずれしているとき、サブトラクション画像
は、大きな負の値の領域を含む可能性が高く、この領域の面積（すなわち、大きな負の値
を有するピクセルの数）は、マスク画像とコントラスト画像との間の位置ずれの大きさの
指標である。
【００８４】
　プロセス１２２０のステップ１２２６では、処理回路は、計算された負のピクセルの数
が負のピクセルの所定の閾値を超えるかどうかを決定する。負のピクセルの数が負のピク
セルの所定の閾値よりも大きい場合、処理回路は、ステップ１２２６で評価された差に対
応するマスク画像およびコントラスト画像に対して、ステップ１２２８、それに続いてス
テップ１２３０を実行する。
【００８５】
　そうでない場合、処理回路は、当該マスク画像およびコントラスト画像のペアに対して
ステップ１２２８と１２３０とを飛ばし、ステップ１２２１を通ってステップ１２３１に
直接進むことによって、レジストレーションプロセスを飛ばす。負のピクセルの数が所定
の閾値を下回る場合、そのペアに対してレジストレーションを飛ばしても良いと決定する
。プロセス１２２０では、マスク画像とコントラスト画像のペアの間位置ずれが画像単位
で決定され、各マスク画像およびコントラスト画像のペアは独立して検討され、いくつか
のペアはおそらく、レジストレーションプロセスを飛ばしてステップ１２２１に行くが、
他のペアはおそらく、レジストレーションプロセスを行うためにステップ１２２８に行く
。各マスク画像およびコントラスト画像のペアは、ステップ１２２１またはステップ１２
２８のいずれかに行く。
【００８６】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、マスク画像とコントラスト画像との間の位置ずれにより負
のピクセルが生じるサブトラクション画像１３０２を示す。コイルのような金属デバイス
の位置が、マスク画像とコントラスト画像との間で位置ずれが発生しているとき、大きな
負のサブトラクション値が出現する。一実装形態では、サブトラクション画像の一定以下
の負のピクセル値の合計が判断関数に使用され得る。しかしながら、サブトラクション画
像の負のピクセル値の合計を計算することが困難なことがある。したがって、代替実装形
態では、コイル投影の面積に対する負のサブトラクション値の面積の比が判断関数に使用
され得る。この比ｒは、次の式（１２）で定義される。
【００８７】
　ｒ＝（多数の負のピクセル数／多数のコイルピクセル数）　　　（１２）
【００８８】
　ｒ＞５％の場合、処理回路は判断関数を通過し、ステップ１２２８でレジストレーショ
ンを実行する。ｒ≦５％の場合、処理回路は、このマスク画像およびコントラスト画像の
ペアに対するレジストレーションを中止する。最適なｒはまた、十分な数の３Ｄ血管画像
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から経験的に決められてもよい。
【００８９】
　ステップ１２３６では、処理回路は、再投影された造影剤情報を生成する。方法は、プ
ロセス６１７で説明されている。
【００９０】
　ステップ１２２８では、処理回路は、混ぜ合わされたマスク画像を生成するために、マ
スク画像を再投影された造影剤情報と混ぜ合わせる。このステップは、ステップ６１０と
同様である。
【００９１】
　ステップ１２３０では、処理回路は、混ぜ合わされたマスク画像とコントラスト画像と
の間のＲＯＩの相互相関分析を実行することによって、混ぜ合わされたマスク画像とコン
トラスト画像を１フレームペアずつレジストレーションし、探索領域は、想定される最大
の動きに依存する。このステップは、ステップ６１２と同様である。
【００９２】
　プロセス１２３１では、レジストレーションを完了したマスク画像とコントラスト画像
とを用いてサブトラクション画像が計算され、金属アーチファクトのない３Ｄ血管画像が
サブトラクション画像データから再構成される。このプロセスは、プロセス６１５と同様
である。
【００９３】
　プロセス１２３１のステップ１２３２では、処理回路は、１画像ペアずつ、レジストレ
ーションされたマスク画像をコントラスト画像から減算する。このステップは、ステップ
６１４と同様である。
【００９４】
　　プロセス１２３１のステップ１２３４では、処理回路は、再構成を実行し、金属アー
チファクトのない３Ｄ血管画像を取得する。このステップは、ステップ６１６と同様であ
る。
【００９５】
　処理システムの一例が図１４に示されており、これは、図１の処理回路１６０および図
１５のプロセッサ１５７０の一実装形態の一例である。処理回路６は、ハードウェアデバ
イス、たとえば、具体的にはＣＰＵに図６および図１２のフローチャートに示される機能
を実行させる１つまたは複数のコンピュータプログラムを実行するように構成されたＣＰ
Ｕとすることができる。具体的には、この例示的な処理システムは、中央処理ユニット（
ＣＰＵ）および／または少なくとも１つの特定用途向けプロセッサＡＳＰ（図示されず）
などの１つまたは複数のマイクロプロセッサまたは等価物を使用して実装され得る。マイ
クロプロセッサとは、本開示のプロセスとシステムとを実行および／または制御するよう
にマイクロプロセッサを制御するように構成され、本実施形態で説明されるアルゴリズム
を実行するように構成された、メモリ回路（たとえば、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ（登録商標）、フラッシュメモリ、スタティックメモリ、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、およ
びこれらの等価物）などのコンピュータ可読記憶媒体を利用する１つまたは複数の回路で
ある。他の記憶媒体は、ハードディスクドライブまたは光ディスクドライブを制御できる
、ディスクコントローラなどのコントローラを介して制御され得る。
【００９６】
　マイクロプロセッサまたはその態様は、代替実装形態では、本開示の態様を増強するま
たはこれを完全に実装するための論理デバイスを含むまたはこれのみを含むことができる
。そのような論理デバイスとしては、限定されるものではないが、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、ジェネリックアレ
イオブロジック（ＧＡＬ：generic-array of logic）、およびこれらの等価物がある。マ
イクロプロセッサは、別個のデバイスであってもよいし、単一の処理機構であってもよい
。さらに、本開示は、計算効率の改善を達成するために、マルチコアＣＰＵおよびグラフ
ィックス処理ユニット（ＧＰＵ）の並列処理機能から利益を得ることができる。マルチ処



(16) JP 6747885 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

理装置内の１つまたは複数のプロセッサは、メモリに含まれる命令のシーケンスを実行す
るために用いられてもよい。あるいは、ハードワイヤード回路は、ソフトウェア命令の代
わりに用いられてもよいし、ソフトウェア命令と組み合わせて用いられてもよい。したが
って、本実施形態で説明される例示的な実装形態は、ハードウェア回路とソフトウェアの
いかなる特定の組み合わせにも限定されるものではない。
【００９７】
　別の態様では、本開示による処理の結果は、ディスプレイコントローラを介してモニタ
に表示され得る。ディスプレイコントローラは、好ましくは、計算効率の改善のために、
複数のグラフィックス処理コアによって提供され得る少なくとも１つのグラフィックス処
理ユニットを含む。加えて、Ｉ／Ｏ（入出力）インターフェースが、周辺機器としてＩ／
Ｏインターフェースに接続可能な、マイクロホン、スピーカ、カメラ、マウス、キーボー
ド、タッチ式のディスプレイまたはパッドインターフェースなどから信号および／または
データを入力するために設けられる。たとえば、キーボードまたは本開示のさまざまなプ
ロセスまたはアルゴリズムのパラメータを制御するためのポインティングデバイスは、追
加の機能および構成オプションを提供する、またはディスプレイ特性を制御するために、
Ｉ／Ｏインターフェースに接続可能である。さらに、モニタは、コマンド／命令インター
フェースを提供するためのタッチセンシティブなインターフェースを有するように設けら
れ得る。
【００９８】
　上述の構成要素は、制御可能なパラメータを含むデータの送信または受信のためのネッ
トワークインターフェースを介して、インターネットまたはローカルイントラネットなど
のネットワークに結合可能である。中央バスは、上記のハードウェア構成要素を互いに接
続するために設けられ、その間のディジタル通信のための少なくとも１つの経路を提供す
る。
【００９９】
　図１のデータ収集システム１５０、処理回路１６０、およびメモリ１７０は、図１４に
示される例示的実装形態による１つまたは複数の処理システムを利用して実装可能である
。また、図１５のプロセッサ１５７０、ネットワークコントローラ１５７４、メモリ１５
７８、およびデータ収集システム１５７６は、図１４に示される例示的実装形態による１
つまたは複数の処理システムを利用して実装可能である。特に、図１に示されるデバイス
のうちの１つまたは複数と一致する１つまたは複数の回路またはコンピュータハードウェ
アユニットは、データ収集システム１５０、処理回路１６０、およびメモリ１７０の機能
を（まとめて、または個別に）提供することができる。また、図１５に示されるデバイス
のうちの１つまたは複数と一致する１つまたは複数の回路またはコンピュータハードウェ
アユニットは、図１５のプロセッサ１５７０、ネットワークコントローラ１５７４、メモ
リ１５７８、およびデータ収集システム１５７６の機能を（まとめて、または個別に）提
供することができる。本実施形態で説明される機能的処理は、専用回路または説明された
処理を実行する回路を含む１つもしくは複数の専用回路においても実装可能である。その
ような回路は、コンピュータ処理システムの一部とすることができ、または他のシステム
に相互接続されるディスクリートデバイスとすることができる。本開示による処理回路は
また、本実施形態で説明される機能的処理をコンピュータコード要素によって実行するよ
うにプログラムまたは構成可能である。
【０１００】
　さらに、処理システムは、一実装形態では、ネットワークまたは他のデータ通信接続に
よって互いに接続可能である。処理システムのうちの１つまたは複数は、ガントリ、Ｘ線
源、および／または患者寝台の移動を作動および制御するために、対応するアクチュエー
タに接続可能である。
【０１０１】
　適切なソフトウェアは、メモリデバイスと記憶デバイスとを含む、処理システムのコン
ピュータ可読媒体上に有形に格納され得る。コンピュータ可読媒体の他の例は、コンパク
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トディスク、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、テープ、光磁気ディス
ク、ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＰＲＯＭ）、ＤＲＡＭ、ＳＲＡ
Ｍ、ＳＤＲＡＭ、または他の任意磁気媒体、コンパクトディスク（たとえば、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）、またはコンピュータが読み取り可能な他の任意の媒体である。ソフトウェアとして
は、限定されるものではないが、デバイスドライバ、オペレーティングシステム、開発ツ
ール、アプリケーションソフトウェア、および／またはグラフィカルユーザインターフェ
ースがあり得る。
【０１０２】
　上述の媒体上のコンピュータコード要素は、限定されるものではないが、スクリプト、
解釈可能プログラム、ダイナミックリンクライブラリ（ＤＬＬ）、Ｊａｖａ（登録商標）
クラス、および完全実行可能プログラムを含む、任意の解釈可能または実行可能なコード
機構であってよい。さらに、本開示の態様の処理の一部は、より良い性能、信頼性、およ
び／またはコストのために分散されてよい。
【０１０３】
　処理システムのデータ入力部分は、たとえば、それぞれのワイヤード接続によって、検
出器または検出器のアレイから入力信号を受け入れる。複数のＡＳＩＣまたは他のデータ
処理構成要素は、データ入力部分を形成するように、またはデータ入力部分に入力を提供
するように設けられ得る。ＡＳＩＣはそれぞれ、離散検出器アレイまたはそのセグメント
（離散部分）から信号を受け取ることができる。検出器からの出力信号がアナログ信号で
あるとき、フィルタ回路は、データ記録および処理用途のために、アナログ－ディジタル
変換器とともに設けられ得る。フィルタリングはまた、アナログ信号のための離散フィル
タ回路がなくても、ディジタルフィルタリングによって提供され得る。あるいは、検出器
がディジタル信号を出力するとき、ディジタルフィルタリングおよび／またはデータ処理
は、検出器の出力から直接実行可能である。
【０１０４】
　一実装形態では、３Ｄ血管画像を再構成するためにマスク画像とコントラスト画像とを
レジストレーションおよび減算する方法は、エネルギー積分検出器またはＸ線エネルギー
分解検出器（たとえば、フォトンカウンティング型検出器）のいずれかを有するＣＴ装置
と、エネルギー積分検出器とエネルギー分解検出器の組み合わせを有するハイブリッドシ
ステムとを使用して実行可能である。図１５は、第３世代方式で配置されたエネルギー積
分検出器と第４世代方式で配置されたフォトンカウンティング型検出器（ＰＣＤ）とを有
するハイブリッドＣＴスキャナシステムの一例の概略図を示す。参照によりその全体が本
実施形態に組み込まれる米国特許出願第１３／４２６，９０３号に説明されるように、Ｃ
Ｔスキャナは、ＰＣＤのリングの内側のＸ線源１５１２と結合されたリングトポロジで配
置され、Ｘ線検出器ユニット１５０３はＰＣＤのリングの外側にある。エネルギー積分検
出器のみを有するＣＴスキャナは、図１５のＰＣＤを取り除くことによって獲得可能であ
る。エネルギー分解検出器のみを有するＣＴスキャナは、図１５のＸ線検出器ユニット１
５０３を取り除くことによって獲得可能である。
【０１０５】
　ＣＴスキャナシステム内で所定の第３世代方式の検出器ユニット１５０３と組み合わせ
て所定の第４世代方式のＰＣＤを設置するための一実装形態が、図１５に示されている。
この図は、テーブル１５１６上に載置されたスキャンされる被検体ＯＢＪ、Ｘ線源１５１
２、コリメータ／フィルタ１５１４、Ｘ線検出器１５０３、およびフォトンカウンティン
グ型検出器ＰＣＤ１～ＰＣＤＮの間の相対位置を示す。ＰＣＤは、被検体ＯＢＪの方へ向
けられた前面と、被検体ＯＢＪから離れるように向けられた背面とを有する。被検体ＯＢ
Ｊを通って進むＸ線は、ＰＣＤによって（前面で）検出されるか、または疎に配置された
ＰＣＤ間の空間を通過し、Ｘ線検出器１５０３内の密に充填されたエネルギー積分検出器
によって検出される、のいずれかである。
【０１０６】
　Ｘ線投影データを獲得、記憶、処理、および配信するための回路およびハードウェアも
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図１５に示されている。この回路およびハードウェアは、プロセッサ１５７０と、ネット
ワークコントローラ１５７４と、メモリ１５７８と、データ収集システム１５７６とを含
む。
【０１０７】
　一実装形態では、Ｘ線源１５１２およびコリメータ／フィルタ１５１４は、ガントリ１
５４０に回転可能に接続された回転構成要素１５１０に固定式に接続される。Ｘ線検出器
１５０３も同様に、ガントリ１５４０に回転可能に接続された回転構成要素１５３０に固
定式に接続される。一方、ＰＣＤは、ガントリ１５４０に固定式に接続された円形構成要
素１５２０に固定式に接続される。ガントリ１５４０は、多数のＣＴスキャナを収容する
。
【０１０８】
　ＣＴスキャナのガントリは、Ｘ線源からＰＣＤおよび検出器ユニット１５０３まで進む
Ｘ線の投影面内に位置決めされたテーブル１５１６上に配置された被検体ＯＢＪを有効に
する開いた開口１５１５も含む。「投影面」とは、Ｘ線がＸ線源１５１２からＰＣＤと検
出器ユニット１５０３とを含む検出器まで通過するボリュームである。「被検体空間」と
は、投影面とガントリの開いた開口１５１５の交差点である。「画像空間」は、Ｘ線源１
５１２がガントリの開口のまわりで回転するときのＸ線源１５１２のすべての投影角度に
対応する投影面の和集合を含む。
【０１０９】
　スキャンは、被検体ＯＢＪが被検体空間を占有し、Ｘ線源が一連の投影角度によって回
転されるとき、実行され、ＣＴスキャナは、各投影角度で被検体ＯＢＪを通るＸ線透過／
減衰の投影データを収集する。
【０１１０】
　一般に、フォトンカウンティング型検出器ＰＣＤ１～ＰＣＤＮは各々、所定数のエネル
ギービンの各々に対する光子カウントを出力する。第４世代方式で配置されたフォトンカ
ウンティング型検出器ＰＣＤ１～ＰＣＤＮに加えて、図１５に示される実装形態は、従来
の第３世代方式で配置されたエネルギー積分検出器を有する検出器ユニット１５０３を含
む。検出器ユニット１５０３内の検出器素子は、検出器ユニット表面に沿って、フォトン
カウンティング型検出器よりも高密度に設置可能である。
【０１１１】
　一実装形態では、フォトンカウンティング型検出器は、円などの所定の方式で被検体Ｏ
ＢＪのまわりに疎に設置される。たとえば、フォトンカウンティング型検出器ＰＣＤ１～
ＰＣＤＮは、ガントリ内の所定の第２の円形構成要素１５２０上に固定式に設置される。
一実装形態では、フォトンカウンティング型検出器ＰＣＤ１～ＰＣＤＮは、所定の等間隔
位置で円形構成要素１５２０上に固定式に設置される。代替実装形態では、フォトンカウ
ンティング型検出器ＰＣＤ１～ＰＣＤＮは、所定の非等間隔位置で円形構成要素１５２０
上に固定式に設置される。円形構成要素１５２０は、被検体ＯＢＪに対して静止したまま
であり、データ収集中に回転しない。
【０１１２】
　Ｘ線源１５１２、コリメータ１５１４（ボウタイフィルタを含む）と検出器ユニット１
５０３の両方は、被検体ＯＢＪのまわりで回転するが、フォトンカウンティング型検出器
ＰＣＤ１～ＰＣＤＮは、被検体ＯＢＪに対して静止している。一実装形態では、Ｘ線源１
５１２は、被検体ＯＢＪに向かって所定の線源ファンビーム角度θAでＸ線放射線を投影
するが、Ｘ線源１５１２は、疎に設置されたフォトンカウンティング型検出器ＰＣＤ１～
ＰＣＤＮの外側で被検体ＯＢＪのまわりを回転する。そのうえ、検出器ユニット１５０３
は、Ｘ線源１５１２から被検体ＯＢＪを横切って直径に沿って対向する位置に取り付けら
れ、固定円形構成要素１５２０の外側で回転し、固定円形構成要素１５２０上には、フォ
トンカウンティング型検出器ＰＣＤ１～ＰＣＤＮが所定の疎な配置で固定される。
【０１１３】
　一実装形態では、Ｘ線源１５１２は、任意選択で、被検体ＯＢＪに対するらせん状経路
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を進み、回転部分１５１０は、Ｘ線源１５１２と検出器ユニット１５０３とを回転部分１
５１０の回転平面内で回転させるので、テーブル１５１６は、この回転平面に垂直な所定
の方向に直線的に被検体ＯＢＪを移動させる。
【０１１４】
　被検体ＯＢＪのまわりでの回転部分１５１０の動きは、動き制御システムによって制御
される。この動き制御システムは、データ収集システムと統合可能であり、または回転部
分１５１０の角度位置およびテーブル１５１６の直線位置に関する一方向情報を個別に提
供していることができる。この動き制御システムは、回転部分１５１０およびテーブル１
５１６の位置を制御するために、位置エンコーダと、フィードバックとを含むことができ
る。この動き制御システムは、開ループシステム、閉ループシステム、または開ループシ
ステムと閉ループシステムの組み合わせとすることができる。この動き制御システムは、
回転部分１５１０の位置およびテーブル１５１６の位置に関連するフィードバックを提供
するために、リニアエンコーダとロータリエンコーダとを使用することができる。この動
き制御システムは、回転部分１５１０の動きとテーブル１５１６の動きとを駆動するため
にアクチュエータを使用することができる。これらのポジショナおよびアクチュエータと
しては、ステッパモータ、ＤＣモータ、ウォーム駆動、ベルトドライブ、および当技術分
野で知られている他のアクチュエータがあり得る。
【０１１５】
　ＣＴスキャナは、フォトンカウンティング型検出器および検出器ユニット１５０３から
データ収集システム１５７６、プロセッサ１５７０、メモリ１５７８、ネットワークコン
トローラ１５７４に投影測定結果を送るデータチャネルも含む。データ収集システム１５
７６は、検出器からの投影データの収集、ディジタル化、およびルーティングを制御する
。データ収集システム１５７６は、環状回転フレーム１５１０および１５３０の回転を制
御するＸ線撮影制御回路も含む。一実装形態では、データ収集システム１５７６は、寝台
１５１６の移動と、Ｘ線源１５１２の動作と、Ｘ線検出器１５０３の動作も制御する。デ
ータ収集システム１５７６は、集中型システムであってもよいし、分散システムであって
もよい。一実装形態では、データ収集システム１５７６は、プロセッサ１５７０と統合さ
れる。プロセッサ１５７０は、投影データから画像を再構成することと、投影データの再
構成前処理と、画像データの再構成後処理とを含む機能を実行する。
【０１１６】
　投影データの再構成前処理としては、検出器非線形性、極性効果、ノイズバランシング
、および物質分別（material decomposition）を補正する較正があり得る。
【０１１７】
　再構成後処理としては、必要に応じて、フィルタリングおよび画像の平滑化、ボリュー
ムレンダリング処理、および画像差分処理があり得る。画像再構成プロセスは、フィルタ
補正逆投影法、逐次近似画像再構成法、または確率的画像再構成法を使用して実行可能で
ある。プロセッサ１５７０とデータ収集システム１５７６の両方は、たとえば、投影デー
タと、再構成された画像と、較正データおよびパラメータと、コンピュータプログラムと
を記憶するために、メモリ１５７６を利用することができる。
【０１１８】
　プロセッサ１５７０は、離散論理ゲートとして、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または他の複合プログラマブル論
理デバイス（ＣＰＬＤ）として実装可能なＣＰＵを含むことができる。ＦＰＧＡまたはＣ
ＰＬＤの実装形態は、ＶＨＤＬ、Ｖｅｒｉｌｏｇ、または他の任意のハードウェア記述言
語でコーディングされてよく、そのコードは、ＦＰＧＡまたはＣＰＬＤ内の電子メモリに
直接記憶されてもよいし、別個の電子メモリとして記憶されてもよい。さらに、メモリは
、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、またはフラッシュメモリなど、不揮発性であって
よい。メモリは、スタティックＲＡＭまたはダイナミックＲＡＭなど、揮発性であっても
よく、マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサなどのプロセッサが、電子メモリ
ならびにＦＰＧＡまたはＣＰＬＤとメモリとの間の相互作用を管理するために設けられて



(20) JP 6747885 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

もよい。
【０１１９】
　あるいは、再構成プロセッサ内のＣＰＵは、本実施形態で説明される機能を実行するコ
ンピュータ可読命令のセットを含むコンピュータプログラムを実行してよく、このプログ
ラムは、上述の非一時的な電子メモリのいずれかおよび／またはハードディスクドライブ
、ＣＤ、ＤＶＤ、フラッシュドライブ、もしくは他の任意の既知の記憶媒体に格納される
。さらに、コンピュータ可読命令は、米国のＩｎｔｅｌのＸｅｏｎプロセッサまたは米国
のＡＭＤのＯｐｔｅｒｏｎプロセッサなどのプロセッサ、およびＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｖ
ＩＳＴＡ、ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、Ａｐｐｌ
ｅ、ＭＡＣ－ＯＳなどのオペレーティングシステム、および当業者に知られている他のオ
ペレーティングシステムとともに実行する、ユーティリティアプリケーション、バックグ
ラウンドデーモン、またはオペレーティングシステムの構成要素、またはこれらの組み合
わせとして提供されてもよい。さらに、ＣＰＵは、命令を実行するために並列で協働的に
機能する複数のプロセッサとして実装可能である。
【０１２０】
　一実装形態では、再構成された画像は、ディスプレイ上に表示可能である。ディスプレ
イは、ＬＣＤディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＯＬＥＤ、Ｌ
ＥＤ、または当技術分野で知られている他の任意のディスプレイであってよい。
【０１２１】
　メモリ１５７８は、ハードディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶＤドライブ
、フラッシュドライブ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、または当技術分野で知られている他の任意の電
子ストレージであってよい。
【０１２２】
　米国のＩｎｔｅｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＩｎｔｅｌ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商
標）　ＰＲＯネットワークインターフェースカードなどのネットワークコントローラ１５
７４は、ＣＴスキャナのさまざまな部品間をつなぐことができる。加えて、ネットワーク
コントローラ１５７４はまた、外部ネットワークとつながることができる。諒解され得る
ように、外部ネットワークは、インターネットなどのパブリックネットワーク、またはＬ
ＡＮネットワークもしくはＷＡＮネットワークなどのプライベートネットワーク、または
これらの任意の組み合わせであってよく、ＰＳＴＮサブネットワークまたはＩＳＤＮサブ
ネットワークも含むことができる。外部ネットワークはまた、イーサネット（登録商標）
ネットワークなどの有線であってもよいし、セルラーネットワークなどのワイヤレスであ
ってもよく、セルラーネットワークとしては、ＥＤＧＥ、３Ｇワイヤレスセルラーシステ
ム、および４Ｇワイヤレスセルラーシステムがある。ワイヤレスネットワークはまた、Ｗ
ｉＦｉ、ブルートゥース（登録商標）、または既知の他の任意の通信のワイヤレス形態で
あってよい。
【０１２３】
　一実装形態では、Ｘ線源１５１２は、任意選択で、単一エネルギー源である。別の実装
形態では、Ｘ線源１５１２は、所定の高レベルエネルギーで、および所定の低レベルエネ
ルギーでＸ線放射線を発するためのｋＶスイッチング機能を実行するように構成される。
さらに別の代替実施形態では、Ｘ線源１５１２は、Ｘ線エネルギーの広域スペクトルを発
する単一線源である。さらに別の実施形態では、Ｘ線源１５１２は複数のＸ線エミッタを
含み、各エミッタは、空間的およびスペクトル的に異なる。
【０１２４】
　検出器ユニット１５０３は、Ｘ線放射線がシンチレーター／蛍光体素子と相互作用する
ことから生じるＸ線検出イベントから結果として得られる光子を検出するために、光電子
増倍管またはアバランシェフォトダイオードを有するシンチレーション素子または蛍光体
素子などのエネルギー積分検出器を使用することができる。シンチレーター／蛍光体素子
は、結晶（たとえば、ＮａＩ（Ｔｌ）、ＣｓＩ（Ｔｌ）、ＣｓＩ（Ｎａ）、ＣｓＩ（純）
、ＣｓＦ、ＫＩ（Ｔｌ）、ＬｉＩ（Ｅｕ）、ＢａＦ2、ＣａＦ2（Ｅｕ）、ＺｎＳ（Ａｇ）
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、ＣａＷＯ4、ＣｄＷＯ4、ＹＡＧ（Ｃｅ）、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12（Ｃｅ）、ＧＳＯ、ＬＳＯ、Ｌ
ａＣｌ3（Ｃｅ）、ＬａＢｒ3（Ｃｅ）、ＬＹＳＯ、ＢＧＯ、ＬａＣｌ3（Ｃｅ）、ＬａＢ
ｒ3（Ｃｅ）、Ｃ14Ｈ10、Ｃ14Ｈ12、およびＣ10Ｈ8）、有機液体（たとえば、ｐ－テルフ
ェニル（Ｃ18Ｈ14）、ＰＢＤ（Ｃ20Ｈ14Ｎ2Ｏ）、ブチルＰＢＤ（Ｃ24Ｈ22Ｎ2Ｏ）、また
はＰＰＯ（Ｃ15Ｈ11ＮＯ）などの、フッ素を有する有機溶媒）、プラスチック（たとえば
、固体ポリマーマトリックス中に懸濁された粉（flour））、または他の知るシンチレー
ターであってよい。
【０１２５】
　ＰＣＤは、テルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）、テルル化カドミウム亜鉛（ＣＺＴ）、シ
リコン（Ｓｉ）、ヨウ化第二水銀（ＨｇＩ2）、およびヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）などの
半導体に基づいた直接的Ｘ線放射線検出器を使用することができる。半導体に基づいた直
接的Ｘ線検出器は、一般に、シンチレーター検出器などの間接的検出器よりもはるかに早
い時間応答を有する。直接的検出器の迅速な時間応答は、直接的検出器が個々のＸ線検出
イベントを解決することを可能にする。しかしながら、臨床Ｘ線アプリケーションで一般
的な高いＸ線束では、多数の検出イベントが発生する。検出されるＸ線のエネルギーは、
直接的検出器によって生成される信号に比例し、検出イベントは、スペクトルＣＴのため
のスペクトル的に解決されたＸ線データを生じるエネルギービンへと編成され得る。
【０１２６】
　スペクトルＣＴ投影データを取得すると、プロセッサ１５７０を使用するスペクトルＣ
Ｔイメージングシステムは、第１の材料および第２の材料（たとえば、骨などの高Ｚ材料
および水などの低Ｚ材料）にそれぞれ対応する投影長Ｌ1とＬ2とを取得するために、スペ
クトルＣＴ投影データに対する物質分別を実行する。この物質分別の実行は、ＰＣＤの応
答の非線形性によって、固有Ｘ線エスケープによって、およびＸ線エネルギーの関数とし
ての吸収係数の変化によるビームハードニングによって複雑化される。
※以下の下線部は、第１国米国出願の独立クレーム、及び実施形態の冒頭部分の記載を、
保険としてコピペしたものです。
【０１２７】
　さらに、本実施形態に係る放射線診断装置は、次のようなコンピュータ断層イメージン
グ装置であってもよい。すなわち、ディジタルサブトラクションコンピュータ断層撮影法
においてレジストレーションを改善し、アーチファクトを低減させるコンピュータ断層撮
影イメージング装置であって、処理回路であって、被検体のスキャン中に生成された第１
のマスク画像とコントラスト画像とを取得し、各第１のマスク画像および造コントラスト
画像は複数の投影角度のうちそれぞれの投影角度で取得され、差分フレームを生成するた
めに、各第１のマスク画像から前記対応するコントラスト画像を減算し、前記サブトラク
ション画像データを使用して第１の３Ｄ血管画像を再構成し、造影剤情報再投影画像を生
成するために、前記複数の投影角度で前記第１の３Ｄ血管画像を投影し、混ぜ合わされた
マスク画像を生成するために、各第１のマスク画像を前記対応する造影剤情報再投影画像
と混ぜ合わせ、平行移動を含む変換を使用して前記コントラスト画像の吸収特徴を前記混
ぜ合わされたマスク画像の吸収特徴と一致するように、各コントラスト画像を前記対応す
る混ぜ合わされたマスク画像とレジストレーションし、サブトラクション画像を生成する
ために前記変換を使用して前記第１のマスク画像と前記コントラスト画像が位置合わせさ
れた後で、各第１のマスク画像から前記対応するコントラスト画像を減算し、前記サブト
ラクション画像データを使用して第２の３Ｄ血管画像を再構成するように構成された処理
回路、を備えるものであってもよい。
【０１２８】
　また、本実施形態に係る放射線診断作動方法は、次のようなコンピュータ断層イメージ
ングの作動方法であってもよい。すなわち、ディジタルサブトラクションコンピュータ断
層撮影法においてレジストレーションを改善しアーチファクトを低減させるコンピュータ
断層撮影イメージング方法であって、被検体のスキャン中に生成された第１のマスク画像
とコントラスト画像を取得することと、各第１のマスク画像およびコントラスト画像は複
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数の投影角度のうちそれぞれの投影角度で取得され、サブトラクション画像を生成するた
めに、各第１のマスク画像から前記対応するコントラスト画像を減算することと、前記サ
ブトラクション画像データを使用して第１の３Ｄ血管画像を再構成することと、造影剤情
報再投影画像を生成するために、前記複数の投影角度で前記第１の３Ｄ血管画像を投影す
ることと、混ぜ合わされたマスク画像を生成するために、各マスク画像を前記対応する造
影剤情報再投影画像と混ぜ合わせることと、平行移動を含む変換を使用して前記コントラ
スト画像の吸収特徴を前記混ぜ合わされたマスク画像の吸収特徴と一致するように、各コ
ントラスト画像を前記対応する混ぜ合わされたマスク画像とレジストレーションすること
と、サブトラクション画像を生成するために前記変換を使用して前記第１のマスク画像と
前記コントラスト画像が位置合わせされた後で、各第１のマスク画像から前記対応するコ
ントラスト画像を減算することと、前記サブトラクション画像データを使用して第２の３
Ｄ血管画像を再構成することとを備えるものであってもよい。
【０１２９】
　また、本実施形態に係る放射線診断装置は、次のようなコンピュータ断層イメージング
装置であってもよい。すなわち、（１）被検体のスキャン中に生成された複数のマスク画
像と複数のコントラスト画像とを取得し、（２）金属ボリュームデータを生成するために
マスク画像データを用いて第１の再構成を実行し、（３）３Ｄマスク画像内の金属ボクセ
ルを識別し、（４）金属デバイスの投影範囲を同定するために金属ボクセルを再投影し、
（５）マスク画像の各々において金属ボクセルの投影範囲を拡張して関心領域を定義し、
各関心領域は金属領域を含み、（６）サブトラクション画像データを使用して３Ｄ血管画
像を再構成し、造影剤に対応する３Ｄ血管画像内のボクセルを識別し、再投影された造影
剤情報を取得するために、この識別されたボクセルを再投影し、（７）マスク画像を再投
影された造影剤情報と混ぜ合わせ、（８）マスク画像の各々において定義された関心領域
を使用して、混ぜ合わされたマスク画像およびコントラスト画像の相互相関分析を１投影
方向ペアずつ実行することによって、混ぜ合わされたマスク画像をコントラスト画像とレ
ジストレーションし、（９）サブトラクション画像を生成するために、レジストレーショ
ンされたマスク画像から対応するコントラスト画像を１画像ペアずつ減算し、（１０）金
属アーチファクトのない３Ｄ血管画像を生成するために、サブトラクション画像データを
用いて第２の再構成を実行するように構成された処理回路を備えるコンピュータ断層イメ
ージング装置であってもよい。
【０１３０】
　また、本実施形態に係る放射線診断装置は、次のようなコンピュータ断層イメージング
装置であってもよい。すなわち、（１）被検体のスキャン中に生成された複数のマスク画
像と複数のコントラスト画像とを取得し、（２）金属ボリュームデータを生成するために
マスク画像データを用いて第１の再構成を実行し、（３）３Ｄマスク画像内の金属ボクセ
ルを識別し、（４）マスク画像の各々において関心領域を定義し、各関心領域は金属領域
を含み、（５）マスク画像とコントラスト画像のすべてをレジストレーションするかどう
か決定するためにデータ単位判断関数を実行し、（６）金属デバイスの投影範囲を同定す
るために金属ボクセルを再投影し、（７）金属投影範囲拡張してマスク画像の各々におい
て関心領域を定義し、各関心領域は金属領域を含み、（８）マスク画像とコントラスト画
像のペアをレジストレーションするかどうか決定するために画像単位判断関数を実行し、
（９）サブトラクション画像データを使用して３Ｄ血管画像を再構成し、造影剤に対応す
る３Ｄ血管画像内のボクセルを識別し、再投影された造影剤情報を取得するために、この
識別されたボクセルを再投影し、（１０）マスクフレームを再投影された造影剤情報と混
ぜ合わせ、（１１）混ぜ合わされたマスク画像の各々において定義された関心領域を使用
して、混ぜ合わされたマスク画像およびコントラストの相互相関分析を１画像ペアずつ実
行することによって、混ぜ合わされたマスク画像をコントラスト画像とレジストレーショ
ンし、（１２）サブトラクション画像データを生成するために、レジストレーションされ
たマスク画像から対応するコントラスト画像を１画像ペアずつ減算し、（１３）金属アー
チファクトのない３Ｄ血管画像を生成するために、サブトラクション画像データから第２
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の再構成を実行するように構成された処理回路を備えるコンピュータ断層イメージング装
置であってもよい。
【０１３１】
　また、本実施形態に係る放射線診断装置は、次のようなコンピュータ断層イメージング
装置であってもよい。すなわち、（１）被検体のスキャン中に生成されたマスク画像とコ
ントラスト画像とを取得し、各マスク画像およびコントラスト画像は複数の投影角度のう
ちそれぞれの投影角度であり、（２）対応するコントラスト画像を各マスク画像から減算
して、サブトラクション画像を生成し、（３）サブトラクション画像を使用して第１の３
Ｄ血管画像を再構成し、（４）再投影された造影剤情報を生成するために、複数の投影角
度で第１の３Ｄ血管画像を投影し、（５）各マスク画像を対応する再投影された血管情報
と混ぜ合わせて、混ぜ合わされたマスク画像を生成し、（６）平行移動を含む変換を使用
してコントラスト画像の吸収特徴を混ぜ合わされたマスク画像の吸収特徴と一致させるた
めに、各コントラスト画像を対応する混ぜ合わされたマスク画像とレジストレーションし
、（７）変換を使用してマスク画像とコントラスト画像が位置合わせされた後で、対応す
るコントラスト画像を各マスク画像から減算して、サブトラクション画像データを生成し
、（８）このサブトラクション画像データを使用して第２の３Ｄ血管画像を再構成するよ
うに構成された処理回路を含むコンピュータ断層イメージング装置であってもよい。
【０１３２】
　また、本実施形態に係る放射線診断装置は、次のようなコンピュータ断層イメージング
装置であってもよい。すなわち、（１）被検体のスキャン中に生成されたマスク前画像と
コントラスト画像とを取得し、各マスク前画像およびコントラスト画像は複数の投影角度
のうちそれぞれの投影角度であり、（２）マスク前画像を使用して３Ｄマスク画像を再構
成し、（３）３Ｄマスク画像内の金属ボクセルを識別し、（４）複数の投影角度で金属ボ
クセルを再投影し、（５）金属ボクセルの再投影領域を拡張して対応するマスクフレーム
内の関心領域を定義し、（６）対応するコントラスト画像から各マスク画像を減算して、
サブトラクション画像を生成し、（７）このサブトラクション画像データを使用して第１
の３Ｄ血管画像を再構成し、（８）再投影された造影剤情報を生成するために、複数の投
影角度で第１の３Ｄ血管画像を投影し、（９）各マスク画像を対応する再投影された造影
剤除法と混ぜ合わせて、混ぜ合わされたマスク画像を生成し、（１０）平行移動と回転と
を含む変換を使用してコントラスト画像の吸収特徴を対応する関心領域内の混ぜ合わされ
たマスク画像の吸収特徴と一致させるために、各コントラスト画像を対応する混ぜ合わさ
れたマスク画像とレジストレーションし、ここにおいて、変換は、混ぜ合わされたマスク
画像と対応するコントラスト画像との相互相関の最大値に対応する、（１１）変換を使用
してマスク画像とコントラスト画像が位置合わせされて、対応するコントラスト画像を各
マスク画像から減算し、（１２）サブトラクション画像データを使用して第２の３Ｄ血管
画像を再構成するように構成された処理回路を備えるコンピュータ断層イメージング装置
であってもよい。
【０１３３】
　特定の実装形態が説明されているが、これらの実装形態は、例として提示されたにすぎ
ず、本開示の範囲を制限することが意図されるものではない。本実施形態で説明される新
規なデバイス、システム、および方法は、さまざまな他の形態で実施され得る。そのうえ
、本実施形態で説明されるデバイス、システム、および方法の形態におけるさまざまな省
略、置き換え、および変更は、本開示の趣旨から逸脱することなくなされ得る。添付の特
許請求の範囲およびその等価物は、包含することが意図されている。
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